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当社株券等の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について 

 

当社は、2008年 6月 27日開催の当社第 83回定時株主総会における株主の皆様のご承認をも

って、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行

規則第 118条第 3号柱書に定義されるものをいい、以下「基本方針」といいます。）に照らして不適

切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（会

社法施行規則第 118条第 3号ロ(2)に定義されるものをいいます。）の一つとして、当社株券等の大

量買付行為に関する対応方針（以下「本対応方針」といいます。）を導入いたしました。その後、

2011 年 6 月 29 日開催の当社第 86 回定時株主総会、2014 年 6 月 27 日開催の当社第 89 回定

時株主総会、また、2017年 6月 29日開催の当社第 92回定時株主総会にてその継続につき株主

の皆様のご承認を賜り、その有効期間は 2020 年 6 月 26 日開催予定の当社第 95 回定時株主総

会（以下「本定時株主総会」といいます。）終結時までとなっております。 

当社は、前回継続ご承認後の社会・経済情勢の変化、買収防衛策に係る議論の進展その他

諸々の動向を踏まえ、当社の株主共同の利益を確保し、向上させる取組みのひとつとして本対応

方針を継続するか否かについて慎重に検討してまいりましたが、本日開催の取締役会において、

本対応方針を下記Ⅲ．のとおり継続することを決定し、あわせて本対応方針の継続に関する議案

を本定時株主総会に提出することを決定いたしましたので、お知らせいたします。継続に当たって

一部語句の修正・整理等を行っておりますが、基本的な内容に変更はありません。 

本対応方針の継続は、当社取締役全員の賛成により決定されたものであり、また、社外監査役 3

名を含む当社監査役全員も、具体的運用が適正に行われることを条件として、本対応方針の継続

に賛成しております。 

なお、会社法、金融商品取引法並びにそれらに関する規則、政令、内閣府令及び省令等（以下

総称して「法令等」といいます。）に改正（法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を
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含みます。）があり、これらが施行された場合には、本対応方針において引用する法令等の各条項

は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後のこれらの法令等の各条項を実質的に

継承する法令等の各条項に、それぞれ読み替えられるものといたします。 

 

Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

 

当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体

の意思に基づいて行われるべきものと考えており、当社株券等に対する大量買付けであっても、当

社の株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。 

しかしながら、買収提案の中には、その目的等から見て企業価値及び株主共同の利益に対する

明白な侵害をもたらすものや、対象会社の株主に株券等の売却を事実上強要するもの、対象会社

の取締役会や株主が買収提案の内容を検討するための十分な時間や情報を提供しないもの等、

対象会社の株主共同の利益に資さないものもないとは言えません。 

当社の企業価値を維持・向上させていくためには、当社の企業価値の源泉である、お客様の夢

と快適な社会の実現に役立つ「地球環境に配慮した製品とサービスの組み合わせによるソリューシ

ョン」を続々と提供することを可能とする「独創的技術」の強化・創出とともに、高度の専門性を有す

るのみならず、「スピード」「対話｣「社会貢献」という当社の重要な価値観を理解し、この価値観に基

づいた行動を実践できる多様かつ有能な人材を、研究開発・生産・販売・管理等のさまざまな分野

にわたり育成・確保すること、並びにユーザー密着型の製品開発及び市場展開等に貢献する取引

先との良好な関係を構築することが必要不可欠です。さらに、当社は、ＣＳＲ（Corporate Social 

Responsibility）を全うし、広く社会からの信頼を確保することも、企業価値の持続的向上のために

は必要不可欠と考えております。従いまして、当社株券等の大量買付けを行う者が、当社の財務

及び事業の内容を理解するのは勿論のこと、こうした当社の企業価値の源泉を理解した上で、これ

らを中長期的に確保し、向上させる姿勢と方針を持つのでなければ、当社の株主共同の利益は毀

損されることになります。 

また、外部者である買収者から買収の提案を受けた際に、当社株主の皆様が当社の有形無形

の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果その他当社の企業価値を構成する要素を十分

に把握した上で、当該買収が当社の企業価値及び株主共同の利益に及ぼす影響を短期間のうち

に適切に判断することは必ずしも容易でないものと思われます。従いまして、当社株主の皆様に買

収の提案の内容を検討するための十分な情報や時間を提供せずに、当社株券等の大量買付け

や買収の提案が行われる場合には、当社の株主共同の利益が毀損されることになりかねません。 

当社は、このような当社の株主共同の利益に資さない買収提案を行う者は、当社の財務及び事

業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付けに対しては、必

要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の株主共同の利益を確保する必要があると考えま

す。 

 



 

 3 

Ⅱ．基本方針の実現に資する特別な取組み 

 

当社は 1950 年 4 月の設立以来、「大地の永遠と人類の繁栄に貢献するゼオン」を企業理念とし

て、大地（ギリシャ語で「ゼオ」）と永遠（ギリシャ語で「エオン」）からなるゼオンの名にふさわしく、世

界に誇り得る独創的技術により、地球環境と人類の繁栄に貢献することを使命に、企業価値の維

持・向上に努めてまいりました。具体的には、当社の開発した世界最高レベルの蒸留精製技術で

ある GPB法及び GPI法その他の独自技術により、原油生成物であるＣ₄留分及びＣ₅留分を徹底的

に分離精製し、特殊ゴム、リーフアルコール、シクロオレフィンポリマー、光学フィルム等に代表され

る高付加価値の石油化学製品を続々と生み出すことを通じて、高い性能を要求される用途に応え

続け、お客様の夢と快適な社会の実現に貢献し、ひいては当社の市場競争力を創造してきたもの

であります。 

このように当社の企業価値の源泉は、第一義的には、お客様に「地球環境に配慮した製品とサ

ービスの組み合わせによるソリューション」を続々と提供することを可能とする「独創的技術」にあり

ます。当社は、重点開発領域（地球環境、スマート化、健康と生活）へのリソース積極投入による新

事業の創出及び新製品の開発、工場とも連携した既存生産技術の改善と新規生産技術の開発、

社内技術資産の共有（知と知の融合）及びオープンイノベーション（自前主義からの脱却）の推進

などによる研究開発のスピードアップといった諸課題への取組みを通じて、独創的技術の継続的

な強化・創出、お客様の夢と快適な社会の実現に貢献するソリューションの提供に努めておりま

す。 

そして、このような独創的技術を基盤とした事業展開には、研究開発・生産・販売・管理等のさま

ざまな分野にわたり、高度の専門性を有するとともに「スピード」「対話｣「社会貢献」という当社の重

要な価値観を理解し、この価値観に基づいた行動を実践できる多様かつ有能な人材を確保するこ

とが不可欠です。当社においても労使間で長年にわたり醸成された深い信頼関係の下、こうした人

材の育成・確保に努めるとともに、「2020 年のありたい姿」を実現する企業風土育成のための諸活

動を進めております。また、長年の取引関係を通じ築き上げてまいりました顧客・原料調達先・製造

委託先・共同研究先をはじめとする取引先との良好な関係も、ユーザー密着型の製品開発及び市

場展開を可能とする等の面で、当社の企業価値の維持・向上に寄与するものと考えられます。 

さらに、当社は、ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility）を全うし、広く社会からの信頼を確保する

ことも、企業価値の持続的向上のためには必要不可欠と考えております。当社は、「コンプライアン

スを徹底し、社会の安全・安心に応える」「企業活動を通じ、社会の持続的発展と地球環境に貢献

する」「一人ひとりがＣＳＲを自覚し、行動する」の３項目からなる『ＣＳＲ基本方針』と、その趣旨を具

体的に求められる行動の基準として列挙し、規定化した『ＣＳＲ行動指針』を定めるとともに、『ＣＳＲ

会議』を最高機関とするＣＳＲ推進体制を運用し、コンプライアンス体制の強化、安全な工場の実

現、地域社会との共生等の諸課題に継続的に取り組み、当社に係る利害関係者（いわゆるステー

クホルダー）の信頼の維持・確保に努めております。 

当社は、中期経営計画の策定及び実行等の取組みを通じ、これら当社の企業価値の源泉を今
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後も継続的に発展させていくことが、企業価値ひいては株主共同の利益の維持・向上につながる

ものと考えており、また、下記Ⅲ．の本対応方針とともに、基本方針の実現にも資するものと考えて

おります。したがって、かかる取組みは、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するもの

であり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。 

 

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること

を防止するための取組み 

 

１．本対応方針継続の目的 

本対応方針は、上記Ⅰ．に記載の基本方針に沿って、当社の株主共同の利益を確保し、向上さ

せる目的をもって継続導入されるものです。 

当社取締役会は、当社株券等に対する大量買付けが行われた際に、かかる大量買付けに応じ

るべきか否かを株主の皆様が判断し、或いは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情

報や時間を確保すること、又は場合により株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能と

することで、当社の株主共同の利益に反する買付行為を抑止するための枠組みが引き続き必要不

可欠であると判断しました。 

そこで、当社取締役会は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針

の決定が支配されることを防止するための取組みの一環として、本定時株主総会で株主の皆様に

ご承認いただけることを条件に、本対応方針を継続することを決定いたしました。 

なお、現時点において、当社株券等について具体的な大量買付行為の兆候があるとの認識は

ございません。また、2020年 3月 31日現在における当社の大株主の状況は、別紙 1のとおりであ

ります。 

本対応方針の概略図につきましては、別紙 2をご参照ください。 

 

２．特別委員会の設置 

当社は、本対応方針の継続に当たっても、大量買付行為に対する対抗措置の発動等に関する

当社取締役会の恣意的判断を排するため、当社取締役会から独立した組織として引き続き特別委

員会を設置することとします。特別委員会の委員は 3名以上 5名以内とし、社外取締役、社外監査

役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者、又は取締役若

しくは執行役として実績・経験を有する社外にある者の中から選任されるものとします。なお、本定

時株主総会の後に最初に開催される当社取締役会にて選任される予定の特別委員会の委員の

氏名及び略歴は別紙 3のとおりです。 

特別委員会は、必要に応じて、当社の費用で当社の経営陣及び特別委員会から独立した第三

者（フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みま

す。）等の助言を得ること等ができるものとし、また、当社の取締役、監査役、従業員等に特別委員

会への出席を要求し、必要な情報について説明を求めることもできるものとします。 
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特別委員会規程の概要につきましては、別紙 4をご参照ください。 

 

３．本対応方針の対象となる当社株券等の買付等 

本対応方針は、次の①又は②に該当する行為又はこれに類似する行為（いずれについても当

社取締役会が予め同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如

何は問わないものとします。以下「大量買付行為」といいます。）がなされる場合を適用対象としま

す。大量買付行為を行おうとする者（以下「大量買付者」といいます。）には、予め本対応方針に定

められる「大量買付ルール」に従っていただくこととします。 

 

①当社が発行者である株券等1について、保有者2の株券等保有割合3が 20%以上となる買付等 

②当社が発行者である株券等4について、公開買付け5を行う者の株券等所有割合6及びその特

別関係者7の株券等所有割合の合計が 20%以上となる公開買付け 

 

４．大量買付ルールの概要 

当社が設定する大量買付ルールとは、①事前に大量買付者が当社取締役会に対して、必要か

つ十分な情報を提供し、②当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大量買付行為を

開始する、というものです。その概要は以下の（１）から（６）のとおりです。 

なお、当社は、大量買付者が現れた事実、大量買付者から意向表明書が提出された事実、当

社取締役会が大量買付者に対して情報提供等を要求した事実、大量買付者から当社取締役会に

対して情報提供等が行われた事実、取締役会評価期間又は株主検討期間が開始した事実、当社

取締役会が大量買付者に協議・交渉等を求めた事実及び大量買付情報の概要その他の情報のう

ち当社取締役会が適切と判断する事項について、株主及び投資家の皆様に対する情報開示を適

時適切に行います。 

 

（１）大量買付者による当社に対する意向表明書の提出 

大量買付者が大量買付行為を行おうとする場合には、大量買付行為又は大量買付行為の提案

に先立ち、まず、以下の内容等を記載した意向表明書を、当社の定める書式により日本語で当社

取締役会に提出していただきます。 

①大量買付者の概要 

                                                   
1 金融商品取引法第 27 条の 23第１項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。 
2 金融商品取引法第 27条の 23第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます（当社取締役会がこれに該当する

と認めた者を含みます。）。以下同じとします。 
3 金融商品取引法第 27 条の 23第４項に定義されます。以下同じとします。 
4 金融商品取引法第 27 条の２第１項に定義されます。②において同じとします。 
5 金融商品取引法第 27 条の２第６項に定義されます。以下同じとします。 
6 金融商品取引法第 27 条の２第８項に定義されます。以下同じとします。 
7 金融商品取引法第 27 条の２第７項に定義されます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。

但し、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令

第３条第２項で定める者を除きます。以下同じとします。 
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(a)氏名又は名称及び住所又は所在地 

(b)設立準拠法 

(c)代表者の氏名 

(d)国内連絡先 

(e)会社等の目的及び事業の内容 

②大量買付者が提案する大量買付行為の概要（大量買付者が大量買付行為により取得を予定

する当社の株券等の種類及び数、並びに大量買付行為の目的の概要を含みます。） 

③本対応方針に定められた大量買付ルールに従う旨の誓約 

 

（２）大量買付者による当社に対する情報提供 

当社取締役会は、上記（１）①から③までの全てが記載された意向表明書を受領した日から 10

営業日以内に、大量買付者に対して、大量買付行為に関する情報（以下「大量買付情報」といい

ます。）として当社取締役会への提出を求める事項について記載したリストを交付し、大量買付者

には、当該リストに従い、大量買付情報を当社取締役会が適切と判断する期限までに当社取締役

会に書面にて提出していただきます。提出を求める大量買付情報の項目は以下のとおりです。 

 

①大量買付者及びそのグループ（主要な株主又は出資者及び重要な子会社・関連会社を含み、

大量買付者がファンド又はその出資に係る事業体である場合は主要な組合員、出資者（直

接・間接を問いません。）その他の構成員並びに業務執行組合員及び投資に関する助言を継

続的に行っている者を含みます。以下同じとします。）の詳細（名称、事業内容、経歴又は沿

革、資本構成、財務内容、当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に

関する情報を含みます。） 

②大量買付行為の目的（意向表明書において開示していただいた目的の具体的内容）、方法

及び内容（大量買付行為の対価の価額・種類、大量買付行為の時期、関連する取引の仕組

み、大量買付行為の方法の適法性、大量買付行為及び関連する取引の実現可能性、大量買

付行為完了後に当社株券等が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨及びその理由を

含みます。） 

③大量買付行為に際しての第三者との間における意思連絡（当社に対して重要提案行為等8を

行うことに関する意思連絡を含みます。以下同じとします。）の有無並びに意思連絡が存する

場合にはその具体的な態様及び内容 

④大量買付行為に係る買付対価の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定機

関と当該算定機関に関する情報、算定に用いた数値情報並びに大量買付行為に係る一連の

取引により生じることが予想されるシナジーの内容及びそのうち少数株主に対して分配される

シナジーの内容を含みます。） 

⑤大量買付行為の資金の裏付け（当該資金の提供者（実質的提供者（直接・間接を問いませ

                                                   
8 金融商品取引法第 27 条の 26第１項に定義されます。 
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ん。）を含みます。）の具体的名称、調達方法、資金提供が実行されるための条件、資金提供

後の誓約事項の有無及び内容並びに関連する具体的取引の内容を含みます。） 

⑥大量買付行為の完了後に意図する当社及び当社グループの経営方針、事業計画、財務計

画、資金計画、投資計画、資本政策及び配当政策等（大量買付行為完了後における当社資

産の売却、担保提供その他の処分に関する計画を含みます。） 

⑦大量買付行為の完了後に意図する当社及び当社グループの人材、取引先その他の当社に

係る利害関係者の処遇方針 

⑧大量買付行為に関し適用される可能性のある国内外の法令等に基づく規制事項、国内外の

政府又は第三者から取得すべき独占禁止法その他の法令等に基づく承認又は許認可などの

取得の蓋然性 

⑨大量買付行為完了後における当社及び当社グループの経営に際して必要な国内外の許認

可維持の可能性及び国内外の各種法令等の規制遵守の可能性 

⑩反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無（直接的であるか間接的であるかを問い

ません。）及びこれらに対する対処方針 

⑪その他当社取締役会が合理的に必要と判断する情報 

 

当社取締役会は、必要に応じて特別委員会への意見照会を経て、大量買付者から提供された

大量買付情報が、大量買付者が行おうとする大量買付行為の内容等を検討するために不十分で

あると判断した場合には、大量買付者に対して、適宜回答期限を定めて（最初に大量買付情報の

提供を受けた日から起算して 60 日を上限とします。）追加情報を提供するよう求めることができるも

のとします。 

また、当社取締役会が大量買付情報の提供が完了したと判断した場合には、当社は、その旨の

通知書面を大量買付者に発送するとともに、適用ある法令等及び証券取引所規則に従って適時

適切に開示します。さらに、当社は、当社取締役会の決定に従い、大量買付情報の受領後の適切

な時期に、大量買付情報のうち当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判

断するために必要と認められる情報を適用ある法令等及び証券取引所規則に従って原則として適

時適切に開示します。但し、当社取締役会は、かかる判断及び決定にあたって、特別委員会の意

見を最大限尊重するものとします。 

なお、大量買付ルールに基づく大量買付情報の提供その他当社への通知、連絡における使用

言語は日本語に限ります。 

 

（３）当社取締役会による大量買付情報の評価・検討等 

当社取締役会は、大量買付行為の評価等の難易度に応じ、大量買付者が当社取締役会に対し

大量買付情報の提供を完了した後、対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式

の買付けの場合は 60 日間、その他の大量買付行為の場合は 90 日間（いずれも当社取締役会が

大量買付者が当社取締役会に対して大量買付情報の提供を完了したと判断した旨を当社が情報
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開示した日から起算され、初日不算入とします。）を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見

形成、代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定し、大量買付

者は、取締役会評価期間終了後にのみ、大量買付行為を開始できるものとします。 

取締役会評価期間中、当社取締役会は独立した第三者である専門家（フィナンシャル・アドバイ

ザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を受けつつ、提供された大

量買付情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめるものといたしま

す。また、必要に応じ、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件改善について交渉し、当

社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。 

なお、当社取締役会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動又は不発動に関する決定を行う

に至らない場合（特別委員会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動等に関する勧告を行うに

至らない場合を含みます。）、当社取締役会は、特別委員会の意見を最大限尊重のうえ、必要な

範囲内で取締役会評価期間を最大 30 日間延長することができるものとします。この場合、当社取

締役会は取締役会評価期間を延長するに至った理由、延長期間その他適切と認める事項につい

て、当該延長の決議後速やかに情報開示を行います。 

 

（４）特別委員会への諮問及び勧告手続 

当社取締役会は、大量買付行為に対する対抗措置の発動又は不発動の決定に先立ち、その判

断の当否について特別委員会に諮問を行います。特別委員会は当該諮問事項について中立的

な立場から慎重に評価・検討し、以下のとおり当社取締役会に対する勧告を行うものとします。か

かる勧告がなされた場合、当社は、特別委員会の勧告及びその勧告の理由その他適切と認めら

れる情報を、適用ある法令等及び証券取引所規則に従って適時適切に開示します。 

なお、特別委員会は、一旦対抗措置の発動若しくは不発動又は株主意思確認総会招集の勧告

をした後でも、大量買付行為が撤回された場合その他当該勧告の判断の前提となった事実関係

等に変動が生じた場合には、対抗措置の発動の中止その他当初の勧告と異なる内容の勧告を当

社取締役会に対して行うことができるものとします。かかる再勧告が行われた場合も、当社は、特別

委員会の再勧告及びその再勧告の理由その他適切と認められる情報を、適用ある法令等及び証

券取引所規則に従って適時適切に開示します。 

 

①対抗措置の発動を勧告する場合 

特別委員会は、大量買付行為が以下に定める要件のいずれかに該当し、かつ、当該大量買

付行為に対する対抗措置を発動することが相当であると判断した場合には、取締役会評価期間

の開始又は終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、対抗措置を発動すべき旨の勧告を

行います。 

 

(a)大量買付ルールに定める手続を遵守しない大量買付行為である場合 

(b)真に会社経営に参画する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて、買い占めた
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株式について当社関係者に対して高値で買取りを要求することを目的とした大量買付行為

である場合 

(c)当社の経営を一時的に支配して、当社グループの事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、

企業秘密情報、主要取引先等を大量買付者やそのグループ会社等に廉価に移譲させる等、

会社の犠牲の下に大量買付者の利益を実現する経営を行うことを目的とした大量買付行為

である場合 

(d)当社の資産を大量買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する

ことを予定した大量買付行為である場合 

(e)当社の経営を一時的に支配して、当社グループの事業に当面関係していない高額資産等

を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価

の急上昇の機会をねらって高値で売り抜けることを目的とした大量買付行為である場合 

(f)強圧的二段階買付（最初の買付けで全株式の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付

条件を不利に設定し、或いは明確にしないで、公開買付け等の株式買付けを行うことをいい

ます。）等株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある大量買付行為である場合 

(g)当社取締役会に、当該大量買付行為に対する代替案を提示するために合理的に必要な期

間を与えない大量買付行為である場合 

(h)当社株主に対して、大量買付情報その他大量買付行為の内容を判断するために合理的に

必要とされる情報を十分に提供しない大量買付行為である場合 

(i)大量買付行為の条件（対価の価額・種類、大量買付行為の時期、大量買付行為の方法の

適法性、大量買付行為の実行の実現可能性、大量買付行為の後の経営方針又は事業計

画等を含みます。）が当社の企業価値に鑑み著しく不十分又は不適当な大量買付行為であ

る場合 

(j)当社の企業価値の源泉である、「独創的技術」その他の有形無形の経営資源（当社の企業

価値を生み出す上で必要不可欠な人材・取引先との間で構築される信頼関係ないし良好な

関係を含みます。）を破壊し、その結果として、中長期的な観点から当社の株主共同の利益

に反するおそれが大きい大量買付行為である場合 

(k)大量買付者の経営者又は主要株主に反社会的勢力又はテロ関連組織と関係を有する者

が含まれている場合 

 

また、特別委員会は、対抗措置の発動を勧告するには至らないものの、上記(a)から(k)に該当

するおそれがあるなど、大量買付行為が当社の株主共同の利益に回復しがたい損害をもたらす

と疑われることその他合理的な理由により株主意思確認総会を開催することが相当であると判断

した場合には、株主意思確認総会の招集を当社取締役会に勧告します。 

 

②対抗措置の不発動を勧告する場合 

特別委員会は、大量買付行為が上記①の(a)から(k)のいずれにも該当しない又は該当しても
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対抗措置を発動することが相当ではなく、かつ、株主意思確認総会を開催することを相当とする

事情もないと判断した場合には、取締役会評価期間の開始又は終了の有無を問わず、当社取

締役会に対して、対抗措置を発動すべきでない旨の勧告を行います。 

 

（５）株主意思確認総会の開催 

特別委員会が株主意思確認総会の招集を勧告した場合、当社取締役会は、対抗措置を発動し

ないことが取締役としての善管注意義務等に照らして相当であると主張立証しうる場合を除き、株

主の皆様に対抗措置を発動することの可否を十分にご検討いただくための期間（以下「株主検討

期間」といいます。）として最長 60 日間（当社取締役会が株主意思確認総会の開催及び基準日の

決定を決議した日から起算され、初日不算入とします。）の期間を設定し、当該株主検討期間中に

株主意思確認総会を開催することとします。また、特別委員会が対抗措置の発動を勧告した場合

であっても、当社取締役会は、大量買付行為の内容、時間的猶予等の諸般の事情を考慮の上、

株主の皆様のご意思を確認することが実務上可能であり、かつ、取締役の善管注意義務等に照ら

し適切であると判断した場合には、同様の手続により株主意思確認総会を開催することができるも

のとします。 

それらの場合、当社取締役会は、当社取締役会において具体的な対抗措置の内容を決定した

うえで、対抗措置の発動についての承認を議案とする当社株主意思確認総会の招集手続を速や

かに実施するものとします。具体的には、当該株主意思確認総会において議決権を行使できる株

主を確定するための基準日を定め、当該基準日の2週間前までに公告を行うものとします。当該株

主意思確認総会において議決権を行使することのできる株主は、基準日における最終の株主名

簿に記載又は記録された株主とします。 

当社取締役会において、株主意思確認総会の開催及び基準日の決定を決議した場合、直ちに

株主検討期間が開始されるものとし（取締役会評価期間は当該開始日をもって終了します。）、大

量買付者は、当該株主検討期間終了後にのみ、大量買付行為を開始できるものとします。 

当該株主意思確認総会の開催に際しては、当社取締役会は、大量買付情報の概要、大量買付

行為に対する当社取締役会の意見及び特別委員会の勧告の内容その他当社取締役会が適切と

判断する事項について、速やかに情報開示を行います。また、当該株主意思確認総会の結果に

ついても、その決議後速やかに開示するものといたします。 

 

（６）当社取締役会の決議 

当社取締役会は、特別委員会による対抗措置の発動又は不発動（対抗措置の中止を含みま

す。）に関する勧告を最大限尊重して、又は、株主意思確認総会の決議がなされた場合にはこれ

に従って、対抗措置の発動又は不発動に関する会社法上の機関としての決議を速やかに行うもの

とします。 

当社取締役会は、上記取締役会決議を行った場合速やかに、当該決議の概要その他当社取締

役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。 
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５．対抗措置の具体的内容 

本対応方針に基づく対抗措置として具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で

当社取締役会が買収防衛を行うために必要かつ相当な範囲で、最も適切と当社取締役会が判断

したものを選択することとします。なお、当社取締役会が具体的対抗措置の一つとして、新株予約

権の無償割当てを行う場合に株主の皆様に割り当てられる新株予約権（以下「本新株予約権」とい

います。）の概要は別紙 5「新株予約権の概要」に記載のとおりですが、非適格者（別紙 5 の７．に

おいて定義される者をいい、以下同じとします。）が有する本新株予約権の取得の対価として金銭

を交付することは想定しておりません。 

 

６．本対応方針の有効期間、継続及び廃止 

本対応方針の有効期間は、2023 年 6 月に開催予定の当社定時株主総会終結時までとし、その

継続については、上記定時株主総会において株主の皆様に議案としてお諮りすることとします。株

主の皆様のご承認が得られた場合の有効期間は 3 年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会終結時までとし、以後も同様とします。 

もっとも、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本対応方針を廃止する旨の決

議が行われた場合、又は当社取締役会において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場

合には、本対応方針はその時点で廃止されるものとします。 

なお、当社取締役会は、本対応方針の有効期間中であっても、本対応方針に関する法令、証券

取引所規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映するのが適切である場合、

誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合等、株主の皆様に不利益を与えな

い場合には、特別委員会の賛同意見を得た上で、本対応方針を修正又は変更する場合がありま

す。 

 

７．本対応方針が株主の皆様に与える影響等 

（１）本対応方針の継続時に株主の皆様に与える影響 

本対応方針の継続時点においては、対抗措置は実施されませんので、株主の皆様の権利・利

益に直接具体的な影響が生じることはありません。 

 

（２）対抗措置として新株予約権の無償割当てが実施された場合に株主の皆様に与える影響 

当社取締役会において、新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会決議（以下「本新株

予約権無償割当て決議」といいます。）を行った場合には、当該決議において定められる割当期

日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対し、その保有する株式 1 株に

つき 1 個の割合で、本新株予約権が無償にて割当てられます。仮に、株主の皆様が、権利行使期

間内に金銭の払込み、その他後述する本新株予約権の行使の手続を経なければ、他の株主の皆

様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化されることになります。 



 

 12 

但し、当社は、非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引換えに当社株

式を交付することがあります。当社が係る取得の手続を行った場合、非適格者以外の株主の皆様

は、本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込みをせずに当社株式を受領することに

なり、保有する当社株式 1 株当たりの株式の価値の希釈化は生じますが、原則として、保有する当

社株式全体の経済的な価値の希釈化は生じません。 

なお、一旦本新株予約権無償割当て決議がなされた場合であっても、当社は、上記４．（４）に記

載した特別委員会の勧告を最大限尊重して、本新株予約権の無償割当てに係る権利落ち日の

前々営業日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、又は本新株予約権の無償割

当ての効力発生日以降その行使期間の初日の前日までにおいては本新株予約権を無償にて取

得する場合があります。これらの場合には、株主及び投資家の皆様が保有する当社株式 1 株当

たりの経済的価値及び議決権の希釈化も生じないことになるため、当社株式 1 株当たりの経済的

価値及び議決権の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動

により損害を被る可能性がある点にご留意下さい。 

新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続は、以下のとおりです。 

 

当社取締役会において本新株予約権無償割当て決議を行った場合には、当該決議にて割当

期日を定め、これを公告します。割当期日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主の

皆様に対し、その有する株式の数に応じて本新株予約権が割当てられます。対象となる株主の皆

様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日において当然に本新株予約権に係る新株予約

権者となりますので、申込の手続等は不要です。 

 

当社は、割当期日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対し、本新株

予約権の行使請求書（株主ご自身が非適格者ではないこと等の誓約文書を含む当社所定の書式

によるものとします。）その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。株主の皆

様におかれましては、当社取締役会が別途定める権利行使期間内にこれらの必要書類を提出し

たうえ、本新株予約権 1個当たり 1円を払込取扱場所に払い込むことにより、1個の本新株予約権

につき、1株の当社普通株式が発行されることになります。 

 

但し、当社が本新株予約権を当社株式と引換えに取得することができると定めた場合には、当

社が取得の手続を取れば、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を取得します。 

このうち、非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、これと引換えに当社普通株

式を交付する場合には、行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による当該本新株予約権

の取得の対価として、１株の当社普通株式を受領することになります。そのため、この場合、本新株

予約権の行使請求書等の送付はいたしませんが、対象となる株主の皆様には、別途ご自身が非

適格者ではないこと等を誓約する当社所定の書式による書面をご提出いただくことがあります。 

なお、本新株予約権無償割当て決議において、その他本新株予約権の取得に関する事項につ
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いて定められる場合には、当社は、かかる定めに従った措置を講じることがあります。 

 

上記のほか、本新株予約権の割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳細につ

きましては、本新株予約権無償割当て決議が行われた後、株主の皆様に対して公表又は通知い

たしますので、当該内容をご確認下さい。 

 

Ⅳ．本対応方針に対する当社取締役会の判断及びその理由 

 

１．本対応方針が基本方針に沿うものであること 

本対応方針は、当社株券等に対する大量買付けが行われた際に、かかる大量買付けに応じる

べきか否かを株主の皆様が判断し、或いは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報

や時間を確保すること、又は場合により株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能とす

ることで、当社の株主共同の利益に反する買付行為を抑止するための枠組みとして継続導入され

るものであり、基本方針に沿うものです。 

 

２．本対応方針が株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目

的とするものでもないこと 

当社取締役会は次の理由から、本対応方針が当社株主の共同の利益を損なうものではなく、ま

た、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。 

 

（１）買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

本対応方針は、経済産業省及び法務省が 2005 年 5 月 27 日に発表した「企業価値・株主共同

の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共

同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を完全

に充足しています。また、経済産業省企業価値研究会が 2008年 6月 30日に発表した「近時の諸

環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が 2015年 6月 1日（2018年 6

月 1 日に改訂版公表）に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則 1-5 いわゆる買収防

衛策」の内容も踏まえたものとなっております。 

 

（２）株主共同の利益を損なうものではないこと 

本対応方針は、上記Ⅲ．１．「本対応方針継続の目的」に記載のとおり、当社株券等に対する大

量買付けがなされた際に、当該買付けに応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、或いは当社取

締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、又は株主の皆様のために買付者

と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の株主共同の利益を確保し、向上させるという目

的をもって継続導入されるものです。 

本対応方針の継続は、株主の皆様のご承認を条件としており、株主の皆様のご意向によっては
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本対応方針の廃止も可能であることから、本対応方針が株主共同の利益を損なわないことを担保

していると考えられます。 

 

（３）株主意思を反映するものであること 

当社は、本対応方針の継続に関する承認議案を本定時株主総会に付議し、本対応方針は株主

の皆様の承認が得られることを条件にその継続の効力が発生するものとすることで、その継続につ

いての株主の皆様のご意向を反映させます。 

また、本対応方針の有効期間の満了前であっても、株主総会において本対応方針を廃止する

旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご

意向が反映されます。 

 

（４）外部専門家の意見の取得 

上記Ⅲ．４．（３）に記載のとおり、当社取締役会は、大量買付行為に関して評価、検討、意見形

成、代替案立案及び大量買付者との交渉を行うに際しては、必要に応じて、外部専門家（フィナン

シャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等）の助言を得ます。これにより当社取締役会の判断

の客観性及び合理性が担保されることになります。 

 

（５）特別委員会の設置 

当社は、上記Ⅲ．２．に記載のとおり、本対応方針の必要性及び相当性を確保し、経営者の保

身のために本対応方針が濫用されることを防止するために、特別委員会を設置しており、当社取

締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の公正を担保し、且つ、当社取締役会の恣意

的な判断を排除するために、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとしています。 

 

（６）デッドハンド型買収防衛策等ではないこと 

本対応方針は、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって

廃止することが可能です。したがって、本対応方針は、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構

成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。 

また、当社は期差任期制を採用していないため、本対応方針はスローハンド型買収防衛策（取

締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その実施を阻止するのに時間を要する

買収防衛策）でもありません。 

 

以  上 
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（別紙１） 

 

当社の大株主の状況（2020年 3年 31日現在） 

 

株   主   名 
所有株式数 

（千株） 

持株比率 

（％） 

横浜ゴム株式会社 22,682 10.38 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 10,922 5.00 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託

口） 
9,806 4.49 

株式会社みずほ銀行 9,600 4.39 

全国共済農業協同組合連合会 7,700 3.52 

朝日生命保険相互会社 7,679 3.51 

旭化成株式会社 6,438 2.95 

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG 

(FE-AC) 
5,921 2.71 

農林中央金庫 4,000 1.83 

日本ゼオン取引先持株会 3,783 1.73 

（注）1. 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。 

   2. 当社は自己株式 18,515 千株を保有しておりますが、上記の表には記載しておりません。また、持株比率は

自己株式を控除して計算しております。 
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（別紙２） 

本対応方針の概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 大量買付行為の内容等を検討するために不十分であると判断した場合には、回答期限（最初に大量買付情報

を受領した日から起算して 60 日を上限）を定めて追加情報を提供するよう求めることが可能。 

※※ 特別委員会の意見を最大限尊重のうえ、必要な範囲内で最大３０日間延長することが可能。 

 

 

大量買付ルールを遵守する場合 遵守しない場合 

大量買付者の出現 

大量買付者から意向表明書の提出 

取締役会から大量買付情報リストの提出 

大量買付者から大量買付情報の提供※ 

特別委員会による発動・不発動等の勧告 

取締役会による発動・不発動等の決議 

意向表明書が提出されない

い 

大量買付情報が提出されない

いい 

最大限尊重 

 

勧告 

取締役会評価期間が確保さ

れない 

取 締 役 会 の 諮 問 

不発動の判断 
株主意思確認総会の開催

が相当との判断 
発動の判断 

対抗措置不発動 対抗措置発動 

株主意思確認総会

開催 総会で可決 

 

総会で否決 

株主検討期間へ

（最大６０日） 

 

取締役会評価期間 

（６０日または９０日※※） 
株主検討期間が確 

保されない 
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（別紙３） 

特別委員会委員の略歴 

 

中島  茂（なかじま・しげる） 

略歴： １９７９年 ４月 弁護士登録 

 １９８３年 ４月 中島経営法律事務所設立 同代表弁護士（現任） 

 １９８４年１０月 弁理士登録 

 １９９５年 ４月 名古屋工業大学非常勤講師 

 １９９７年 ６月 警察庁｢情報セキュリティビジョン策定委員会｣委員 

 ２００３年 ６月 日本証券クリアリング機構監査役 

 

西島 信竹（にしじま・のぶたけ） 

略歴： １９７６年 ４月 株式会社第一勧業銀行入行 

 ２００３年 ３月 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員 

 ２００４年 ４月 株式会社みずほ銀行執行役員 

 ２００５年 ４月 同行常務執行役員 

 ２００８年 ４月 みずほ信託銀行株式会社副社長執行役員 

 ２００８年 ６月 同行取締役副社長兼副社長執行役員 

 ２０１３年 ４月 株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役社長 

 ２０１５年 ４月 株式会社トータル保険サービス副会長 

 ２０１５年 ６月 当社社外監査役（現任） 

 ２０１７年 ４月 株式会社富士通トータル保険サービス顧問 

 ２０１８年 ６月 日本土地建物株式会社顧問（現任） 

 

木村 博紀（きむら・ひろき） 

略歴： １９８４年 ４月 朝日生命保険相互会社入社 

 ２０１２年 ４月 同社執行役員 

 ２０１３年 ７月 同社取締役執行役員 

 ２０１５年 ４月 同社取締役常務執行役員 

 ２０１７年 ４月 同社代表取締役社長（現任） 

 ２０２０年 ６月 当社社外監査役就任予定 

 

（注）1. 当社は、中島茂氏個人、中島経営法律事務所いずれとも顧問契約を締結しておりません。 

   2. 当社は、西島信竹氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、木村博紀氏につきまし

ても、当社社外監査役就任後、同取引所に独立役員として届出を行う予定です。 
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（別紙４） 

 

特別委員会規程の概要 

 

・ 特別委員会は、当社取締役会の決議により設置される。 

 

・ 特別委員会委員は、3 名以上 5 名以内とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立した、社外

取締役、社外監査役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している

者、又は取締役若しくは執行役として実績・経験を有する社外の者でなければならない。 

 

・ 特別委員会の任期は、本定時株主総会終結後 3 年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとする。但し、当社取締役会の決議により別段の定めをし

た場合はこの限りでない。 

 

・ 特別委員会は、取締役会から諮問又は意見照会を受けた事項について決定し、その決定の内

容を、理由を付して当社取締役会に対して勧告又は意見表明を行う。当社取締役会は、この特別

委員会の勧告又は意見表明を最大限尊重して、会社法上の機関としての決定を行う（但し、対抗

措置の発動又は不発動に関する株主意思確認総会の決議がなされた場合には、当該決議に従

う。）。なお、特別委員会の各委員及び当社各取締役は、こうした決定にあたっては、専ら当社の企

業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点から誠実にこれを行うことを要し、自己又は第三

者（当社の経営陣を含む。）の利益を図ることを目的としてはならない。 

 

・ 上記に定めるところに加え、特別委員会は、当社の費用で、以下の行為を行うことができる。 

(1) 当社取締役会及び特別委員会から独立した第三者（フィナンシャル・アドバイザー、公認会

計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）等の助言を得ること。 

(2) 当社の取締役、監査役、従業員その他特別委員会が必要と認める者に対し、特別委員会へ

の出席を要求し、必要な情報について説明を求めること。 

 

・ 特別委員会の決議は、原則として、特別利害関係者を除く全ての特別委員会委員が出席（電話

会議システムその他の情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法による出席

を含む。以下同じとする。）し、その過半数をもって行う。但し、やむを得ない事由があるときは、特

別委員会委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行うことができる。 
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（別紙５） 

本新株予約権の概要 

 

1. 本新株予約権の割当総数 

本新株予約権の割当総数は、本新株予約権無償割当てに関する当社取締役会決議（以下「本新

株予約権無償割当て決議」といいます。）において割当期日における当社の最終の発行済みの普

通株式の総数（但し、同時点において当社の有する当社の普通株式の数を除きます。）と同数以

上で当社取締役会が別途定める数と同数とします。当社取締役会は、複数回にわたり本新株予約

権の無償割当てを行うことがあります。 

 

2. 割当対象株主 

割当期日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所有する当社の普通

株式（但し、同時点において当社の有する当社の普通株式を除きます。）1株につき 1個以上で当

社取締役会が別途定める数の割合で本新株予約権の無償割当てをします。 

 

3. 本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。 

 

4. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権 1 個当たりの目的

である株式の数（以下「対象株式数」といいます。）は、原則として 1 株とします。但し、当社が株式

の分割又は株式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うものとします。 

 

5. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の当社の普通株式 1株当たりの金額は 1円とします。 

 

6. 本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。 

 

7. 本新株予約権の行使条件 

非適格者（①特定大量保有者9、②特定大量保有者の共同保有者10、③特定大量買付者11、④特

                                                   
9 「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が 20％以

上となる者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）をいいます。但し、その者が当社の株券等を

取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約

権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。 
10 「共同保有者」とは、金融商品取引法第 27条の 23第 5項に定義される者（当社取締役会がこれに該当すると認
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定大量買付者の特別関係者、若しくは⑤これら①乃至④の者から本新株予約権を当社取締役会

の承認を得ることなく譲り受け若しくは承継した者、又は、⑥これら①乃至⑤に該当する者の関連

者12のいずれかに該当する者をいい、以下同じとします。）は、本新株予約権を行使することができ

ないものとします。なお、本新株予約権の行使条件の詳細については、本新株予約権無償割当て

決議において別途定めるものとします。 

 

8. 当社による本新株予約権の取得 

① 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得することが

適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日の到来日をもっ

て、全ての本新株予約権を無償で取得することができるものとします。 

② 当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者の有する本新株予約

権のうち当社取締役会が定める当該日の前日までに未行使の本新株予約権の全てを取得し、

これと引換えに、本新株予約権 1 個につき対象株式数の当社普通株式を交付することができ

ます。当社が取得を実施した日以降に、非適格者以外の第三者が譲渡等により非適格者が

有していた本新株予約権を有するに至った場合には、当該本新株予約権につき、当社は係る

本新株予約権の取得を行うことができます。なお、非適格者が有する本新株予約権の取得の

対価として金銭を交付することは想定しておりません。 

 

９. 新株予約権証券の発行 

本新株予約権に係る新株予約権証券は、発行いたしません。 

 

1０. 本新株予約権の行使期間等 

本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割

当て決議において別途定めるものとします。 

 

以  上 

                                                                                                                                                     
めた者を含みます。）をいいます。なお、同条第 6 項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。 
11 「特定大量買付者」とは、公開買付けによって当社が発行者である株券等（金融商品取引法第 27条の 2第 1項

に定義されます。本脚注 11 において同じとします。）の買付け等（同法第２７条の２第 1 項に定義されます。以下本

脚注１1 において同じとします。）を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに

準ずるものとして金融商品取引法施行令第 7 条第 1 項に定めるものを含みます。）に係る株券等の株券等所有割

合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して 20％以上となる者（当社取締役会がこれに該当すると認め

た者を含みます。）をいいます。但し、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の

利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途

定める者は、これに該当しないこととします。 
12 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者

（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）、又はその者と協調して行動する者として当社取締役

会が認めた者をいいます。なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」

（会社法施行規則第 3 条第 3 項に定義されます。）をいいます。 


